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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シーズ形グロープラグ、特に内燃機関のためのシーズ形グロープラグであって、主とし
て、
‐プラグハウジング（２）と、
‐プラグハウジング（２）に接続する、グローチューブ（３）内に配置された発熱コイル
および制御コイルを備えた発熱体（３）、またはセラミック材料から成る発熱体と、
‐プラグハウジング（２）内に配置される、発熱コイルおよび制御コイルもしくはセラミ
ックから成る発熱体に電流供給するための端子棒（４）と
が設けられている形式のものにおいて、
　プラグハウジング（２）が２部分から形成されており、プラグボディがプラスチックか
ら成り、グローチューブ（３）寄りの部分が金属から成る、
ことを特徴とするシーズ形グロープラグ。
【請求項２】
　シーズ形グロープラグ、特に内燃機関のためのシーズ形グロープラグであって、主とし
て、
‐プラグハウジング（２）と、
‐プラグハウジング（２）に接続する、グローチューブ（３）内に配置された発熱コイル
および制御コイルを備えた発熱体（３）、またはセラミック材料から成る発熱体と、
‐プラグハウジング（２）内に配置される、発熱コイルおよび制御コイルもしくはセラミ
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ックから成る発熱体に電流供給するための端子棒（４）と
が設けられている形式のものにおいて、
　プラグハウジング（２）が３部分から形成されており、グローチューブ（３）寄りの部
分が金属から成り、端子棒（４）寄りの部分が金属から成り、かつその間に位置する部分
がプラスチックから成る、
ことを特徴とするシーズ形グロープラグ。
【請求項３】
　プラグハウジング（２）が、グローチューブ（３）と端子棒（４）とを少なくとも部分
的に射出成形時に包囲するように形成されている、請求項１または２記載のシーズ形グロ
ープラグ。
【請求項４】
　プラグハウジング（２）が炭素繊維複合材料から成る、請求項１から３までのいずれか
１項記載のシーズ形グロープラグ。
【請求項５】
　プラグハウジング（２）がガラス繊維複合材料から成る、請求項１から３までのいずれ
か１項記載のシーズ形グロープラグ。
【請求項６】
　プラグハウジング（２）が耐熱性に設計されている、請求項１から５までのいずれか１
項記載のシーズ形グロープラグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シーズ形グロープラグ（Ｇｌｕｅｈｓｔｉｆｔｋｅｒｚｅ）、特に内燃機関
のためのシーズ形グロープラグであって、主として、ハウジングと、該ハウジングに接続
する、グローチューブ内に配置された発熱コイルおよび制御コイルを備えた発熱体と、前
記ハウジング内に配置される、発熱コイルおよび制御コイルに電流供給するための端子棒
とが設けられている形式のものに関する。
【０００２】
　背景技術
　内燃機関、特にディーゼルエンジンは、特に低温時の、良好な始動特性および暖機運転
特性のために、ガス混合物、吸入空気または燃焼室を予熱する熱源を必要とする。
【０００３】
　自動車では、このために大抵の場合シーズ形グロープラグが使用される。シーズ形グロ
ープラグは少なくとも発熱体の一部でもってエンジンの燃焼室内に突入し、燃焼室を少な
くとも内燃機関の始動前に、始動中にかつ始動後に加熱する。
【０００４】
　シーズ形グロープラグは一般に、グローチューブから成る発熱体が設けられており、グ
ローチューブ内に、酸化マグネシウム粉末内に埋設されるグローコイルが配置されている
ように構成されている。このグローコイルは発熱コイルと制御コイルとから成り、かつ先
端でグローチューブに結合されている。発熱体は金属製のハウジング、いわゆるプラグハ
ウジング内に圧入されている。電気的な供給線路は、差込端子もしくはねじ端子を備えた
中央の端子棒を介して実施される。アース接続はハウジングを介して実施される。プラス
接点とマイナス接点との電気的な絶縁は絶縁ディスクにより実施される。
【０００５】
　発明の課題
　本発明の課題は、いわゆるプラグハウジングを最適化することである。
【０００６】
　課題の解決策
　発明の核心および課題の解決策は、プラグハウジングをできるだけプラスチックから構
成することにある。
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【０００７】
　発明の利点
　シーズ形グロープラグのプラグハウジングが細身であればあるほど、すなわち細ければ
細いほどかつ長ければ長いほど、製作自体は高価となる。一般に、ハウジングは旋削加工
により中実材料から製作される。プラグハウジングの直径がわずかであることに基づいて
、この方法は極めてハイコストである。
【０００８】
　この点に、プラスチックから成るプラグハウジングの本発明の特別な利点が存在する。
それというのも、旋削加工による高価な製作法が完全に省略されるか、または限定的に必
要であるにすぎなくなるからである。ここで使用されるプラスチックは、プラグハウジン
グのどの部分が代替されるかに応じて、種々異なる特性を満たす。一つには、プラスチッ
クが、発生する熱に無傷で耐えるために温度安定性であり、もう一つには、高い機械的な
強度を有する。このために有利には、繊維強化されたプラスチックを使用することが提案
される。これに対して択一的に、プラグハウジングを射出成形法で、巻付技術（Ｗｉｃｋ
ｅｌｔｅｃｈｎｉｋ）で、または層状にラミネートされるクロスにより製作することがで
きる。
【０００９】
　有利な実施形態は、２部分から成るハウジングを有している。プラグハウジングの長さ
の長手方向での分割が実施される。プラグハウジングの長さは、僅かなグロー部分と、ハ
ウジング長さに合わせて調整される部分とにより、多数のシーズ形グロープラグ長さがカ
バーされるように可変となっている。その際、シーズ形グロープラグの固定のために必要
な部分を金属材料から製作することが考えられる。このことはコンスタントな生産、ひい
てはコストの節減ならびに品質の改善を可能にする。
【００１０】
　さらに重要な利点は、プラグハウジングが構成次第でエンジンブロックに対して電気的
に絶縁するので、背景技術から公知であるような絶縁ディスクが不要となる点にある。
【００１１】
　別の有利な構成は以下の説明、図面ならびに請求項から見て取れる。
【００１２】
　図面
図１：プラグハウジングが完全にプラスチックから製作されている、シーズ形グロープラ
グの第１の実施例を示す図である。
図２：プラグハウジングがプラスチックから成り、２部分から形成されており、かつコニ
カルシール（Ｄｉｃｈｔｋｅｇｅｌ）の領域が金属から成る、シーズ形グロープラグの別
の実施例を示す図である。
図３：プラグハウジングが３部分から形成されている、本発明によるシーズ形グロープラ
グの第３の実施例を示す図である。
図４：プラグハウジングがプラスチックから成り、２部分から形成されており、かつねじ
山および螺入補助装置の領域が金属から成る、本発明によるシーズ形グロープラグの第４
の実施例を示す図である。
【００１３】
　実施例の説明
　図１には、シーズ形グロープラグ１の第１の実施例が示されている。
【００１４】
　このシーズ形グロープラグは、プラグハウジング２と、プラグハウジングから突出する
グローチューブ３とを有している。グローチューブ３内には、図示されていない発熱コイ
ルおよび制御コイルが配置されている。
【００１５】
　さらに、プラグハウジング内には端子棒が設けられている。端子棒は、端子４と、グロ
ーチューブ３内の発熱コイルおよび制御コイルとに電気的にコンタクト形成している。
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　加えて、螺入補助装置（Ｅｉｎｓｃｈｒａｕｂｈｉｌｆｅ）５が設けられている。螺入
補助装置５は図面では六角部として形成されている。
【００１７】
　図面に示したプラグハウジング２は完全にプラスチックから成る。このことは、螺入補
助装置も、グローチューブ３に至るまでの残りの部分も、プラスチックから成ることを意
味する。有利にはここでは、グローチューブおよび端子棒を射出成形時に包囲する部分で
ある。
【００１８】
　図２に示した別の実施例では、プラグハウジング２の、クロスハッチングをかけた領域
がプラスッチックから成り、グローチューブ３側の下側の部分が金属から成る（熱技術的
な理由）。
【００１９】
　シーズ形グロープラグ１の、図３に示した第３の実施例では、プラグハウジング２が３
部分から形成されるようになっている。その際、ハウジングは長手方向で３つの部分に分
割されている。端子４寄りの部分と、グローチューブ３寄りの部分とは金属から成る。プ
ラグハウジング２の残りの部分、つまり図中クロスハッチングをかけた領域はプラスチッ
クから成る。
【００２０】
　上記実施例に対して択一的な構成が図４に示されている。ここでは、螺入補助装置５寄
りの部分だけが金属から形成されており、残りの部分、つまり図中クロスハッチングをか
けた部分はプラスチックから成る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】プラグハウジングが完全にプラスチックから製作されている、シーズ形グロープ
ラグの第１の実施例を示す図である。
【図２】プラグハウジングがプラスチックから成り、２部分から形成されており、かつコ
ニカルシールの領域が金属から成る、シーズ形グロープラグの別の実施例を示す図である
。
【図３】プラグハウジングが３部分から形成されている、本発明によるシーズ形グロープ
ラグの第３の実施例を示す図である。
【図４】プラグハウジングがプラスチックから成り、２部分から形成されており、かつね
じ山および螺入補助装置の領域が金属から成る、本発明によるシーズ形グロープラグの第
４の実施例を示す図である。
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